


 

 

はじめに 

 

 

 独立行政法人自動車事故対策機構（以下「ＮＡＳＶＡ（ナスバ）」という。）は、平成

２８年度の事業年度が終了したことに伴い、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１

０３号）第３２条第２項に基づき、NASVA に係る平成 2８年度の業務実績報告書を以

下のとおり作成した。 

 

  



 

 

Ⅰ．業務運営評価に関する事項 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 （１）組織運営の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 （２）人材の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 （３）業務の運営の効率化 

   ①安全指導業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

   ②療護施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

   ③交通遺児等への生活資金の貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

   ④業務全般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 （１）安全指導業務等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 （２）療護施設の設置・運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

  （３）介護料の支給等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

  （４）交通遺児等への生活資金の貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 

  （５）自動車事故被害者等への情報提供・相談対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

  （６）自動車アセスメント情報提供業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 

  （７）自動車事故対策に関する広報活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９２ 

 

 ３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画・・・・・・・・・・・・・・９５ 

 ４．短期借入金の限度額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ 

 ５．重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ 

 ６．剰余金の使途・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

 ７．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 （１）施設及び設備に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ 

 （２）人事に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ 

（３）独立行政法人自動車事故対策機構法（平成 14 年法律第１８３号）第 15 条第 1 項 

に規定する積立金の使途・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９ 
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４）被害者援護に係る各種情報発信 

機関誌「ほほえみ」を年4回発行し、介護料受給者や被害者団体に配布した。特集記事として、

関東で新たに開設されたナスバの委託病床である湘南東部総合病院の受入れ開始の紹介や自然

災害等に備える防災情報の紹介等、受給者の方から要望のあった有益な記事を掲載した。 

また、国土交通省と連携し、NASVAホームページ内に介護者亡き後問題に関する情報を新た

な情報を追加して掲載した。 

 

 

 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

○市原刑務所における「被害者視点を取り入れた教育」プログラムでの講義の実施 

  平成２７年度から引き続き、被害者の中でも「重度後遺障害者」の方の視点を取り入れた教

育が実施され、ナスバが講師として計3回講義を実施した。 

受刑者に対し、『自らの犯罪と向き合うことで犯した罪の大きさや被害者及びその家族の心

情を認識させ、被害者及びその家族に誠意を持って対応していく意識とともに、再び罪を犯さ

ない決意を固めさせる』ことを目的としてプログラム編成がなされており、ナスバは安全指導

業務でのドライバー等に対する教育の経験や直接に被害者と接する中で培った幅広い知見を

基に講義を行うとともに、被害者の加害者に対する声なき声を伝えた。 

   

【実施日】 

  ・第１回 平成2８年６月８日 

・第２回 平成2８年９月１５日 

  ・第３回 平成2９年２月２日 

 

 【プログラム】（年３回実施：全課程１２回） 

・被害者の視点を学習する講義(第１回) 

・命の尊さの認識(第２回) 

・被害者の実情の理解(第３～７回) ※第５～７回をナスバが担当 

・罪の重さの認識(第８回) 

・謝罪及び弁償についての責任の自覚(第９回) 

・具体的な謝罪方法(第１０～１１回) 

・加害を繰り返さないために(第１２回)  

 

  

 

  講義の様子 
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【報道の模様】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読売新聞 5 月 30 日（火） 

日刊自動車新聞 5 月 30 日（火） 

交通毎日新聞 6 月 1 日（水） 

Yahoo!ニュース 5 月 29 日（月） 
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（２） 報道関係者を招き（一財）日本自動車研究所において平成28年度前期自動車アセスメン

ト評価結果発表を行うとともに歩行者に対する衝突被害軽減ブレーキ評価試験デモンストレ

ーション及び体験乗車を実施した。 

【平成28年度前期自動車アセスメント評価結果発表会概要】 

・ 日時：平成２８年１２月１日（木） 

ア｡ 平成28年度前期自動車アセスメント評価結果発表：10:00～11:00  

イ｡ 歩行者に対する衝突被害軽減ブレーキ評価試験デモンストレーション：11:00～12:00 

ウ｡ 歩行者に対する衝突被害軽減ブレーキ評価試験対象車両への体験乗車：12:00～14:00 

・ 場所：（一財）日本自動車研究所 講堂及び市街地路東コース 

・ 来場者数：報道関係者：６０人 

・ 報道実績 

 ア｡ テレビ：ＮＨＫ、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ東京等にて放映 

イ｡ 新 聞：朝日新聞（12/1夕刊、12/2朝刊） 

ウ｡ ネット媒体：約180件（通信社・全国紙・地方紙のニュースサイト、自動車関係のニュ

ースサイト等） 

【平成28年度前期自動車アセスメント評価結果発表の模様】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歩行者に対する衝突被害軽減ブレーキ性能試験デモンストレーションの模様】 

 

 

 

 

 

 

 

会場の様子 取材カメラの様子 

自動車局 島次長のご挨拶 NASVA 鈴木理事長のご挨拶 

取材の様子① デモンストレーションの様子 
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フジテレビ みんなのニュース(12/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歩行者に対する衝突被害軽減ブレーキ性能試験対象車両への体験乗車の模様】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道の模様】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材の様子② 
取材の様子③ 

（デモンストレーション車両） 

取材の様子④ 
取材対応 

（自動車局技術政策課 蛯原専門官） 

NHK ニュースシブ 5 時(12/1) 日本テレビ ミヤネ屋(12/1) 

TBS N スタ(12/1) 
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５）本部及び地方における広報活動の充実 

自動車アセスメント等の認知度向上や社会的意義をより広く伝達するため、主管支所等にお

ける試験車両の展示等のアセスメント広報活動を効果的に実施するため、衝突試験の見学等を

含むカリキュラムによる主管支所等担当職員研修を前期（９月）、後期（２月）の２回実施す

るとともに関係機関等への講演を行い、幅広い周知を行った。 

また、本部・主管・支所単位で試験車両の展示、チャイルドシート取り付け体験等自動車ア

セスメントを中心とした機構業務の広報活動を全国で９０回実施した。 

 

（１）自動車アセスメント広報担当者研修 

実施年月日：前期（９月１５日、１６日）、後期（2月２３日、２４日） 

【研修内容】 

衝突試験の見学、自動車アセスメント試験方法等の概要、 

ISO-FIX対応チャイルドシート取付体験、自動車アセスメントの広報について（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ） 

 

（２）自動車アセスメントに関する講演 

   以下において、自動車アセスメントに関する講演を行い、幅広い周知を行った。 

   ・平成2９年２月７日、警察大学校研修（東京都） 

   ・平成2９年２月２２日、徳島県自動車整備振興会指定協議会の総会での特別講演（徳島県） 

   ・平成 2９年２月２４日、2016 年度第 6 回技術講習会（愛知県） 

 

朝日新聞 12/2 朝刊 経済面 

Yahoo！トップページにも本発表会に係る 

トピックが掲載（12/1 17:30 頃） 

テレビ東京 ゆうがたサテライト(12/1) 
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 （３）自動車アセスメントを中心とした機構業務の周知 

      

①本部における広報 

  ・平成 2８年７月 2７日～２８日：子ども霞ヶ関見学デー（東京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②各主管支所等における主な自動車アセスメントの広報 

  ・札幌主管支所管内 

   平成 2８年９月 4 日：北海道バスフェスティバル（北海道） 

   平成２８年９月２５日：トラック☆フェスティバル in 函館（北海道） 

   平成２８年８月２８日：人と車のふれ愛フェスティバル in くしろ（北海道） 

   平成２８年８月２０日：トラックふれあいフェスティバル（北海道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・仙台主管支所管内 

   平成 2８年９月１７日：宮城バスまつり（宮城県） 

   平成２８年９月３日：福島バスまつり（福島県） 

   平成２８年９月３日～４日：IBC まつり（岩手県） 

   平成２８年９月２２日：バスの日まつり（岩手県） 

   平成２８年９月２５日：トラックフェスタ２０１６（岩手県） 

   平成２８年９月４日：自動車点検ふれあいフェスティバル 2016（青森県） 

   平成２８年１０月２日：トラック感謝デー2016（青森県） 

   平成 28 年 10 月 29 日、11 月 4 日、11 月 21 日、11 月 26 日：エコドライブ講座（山形県） 

   平成２８年１１月１９日：自動車点検フェア（山形県） 

   平成２８年９月１０日：あきたバスまつり（秋田県） 

   平成２８年９月１０日、９月１８日：マイカーてんけん日フェア（秋田県） 

   平成２８年１０月９日：トラックフェスタ２０１６（秋田県） 

子ども霞ヶ関見学デー（東京都） 

北海道バスフェスティバル（北海道）
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   平成２８年１０月１５日～１６日：あきたＮＥＸＴモーターショー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新潟主管支所管内 

   平成２８年９月２４日：第９回ふれあいくるままつり（新潟県） 

平成２８年 10 月 1 日：自動車ふれあい相談所（新潟県） 

平成２８年 10 月 1 日：信州バスまつり（長野県） 

平成 28 年 10 月 2 日；善光寺表参道秋まつり（長野県） 

平成 28 年 10 月 8 日：トラックの日フェスティバル（長野県） 

平成 28 年 10 月 16 日：セーフティ Car にばる石川（石川県） 

平成 28 年 10 月 16 日：第３４回「自動車なんでも無料相談」（富山県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・東京主管支所管内 

平成 28 年 10 月 30 日：トラックフェスタ TOKYO 2016（東京都） 

平成 28 年 11 月 9 日～10 日：第 39 回「自動車なんでも相談所」（神奈川県） 

平成 28 年 10 月 1 日：自動車点検整備推進フェア（千葉県） 

平成 28 年 11 月 19 日：交通安全・環境フェア（埼玉県） 

宮城バスまつり（宮城県） IBC まつり（岩手県） 

福島バスまつり（福島県） あきたＮＥＸＴモーターショー（秋田県）

トラックの日フェスティバル（長野県）
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平成 28 年 11 月 5 日～6 日：ひたちなか市産業交流フェア（茨城県） 

平成 28 年 9 月 3 日：自動車点検整備推進デー（群馬県） 

平成 28 年 10 月 2 日：トラックの日感謝デーイベント（栃木県） 

平成 28 年 10 月 29 日：自動車点検整備推進デー（山梨県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・名古屋主管支所管内 

平成 28 年 9 月 23 日：平成２８年度秋の交通安全運動キャンペーン（愛知県） 

平成 28 年 9 月 28 日：中部運輸局自動車事故防止セミナー２０１６（愛知県） 

平成 28 年 10 月 2 日：第 12 回みんなで学ぼう！トラックと交通安全･環境フェア（愛知県） 

平成 28 年 10 月 29 日～30 日：ふじのくに交通安全県民フェア（静岡県） 

平成 28 年 9 月 25 日：のりものフェスタ（岐阜県） 

平成 28 年 11 月 6 日：のりものふれあい広場（岐阜県） 

平成 28 年 9 月 24 日：みえ交通安全・環境フェスタ２０１６（三重県） 

平成 28 年 8 月 7 日：夏休み親子自動車体験教室（福井県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

交通安全・環境フェア（埼玉県） 

ひたちなか市産業交流フェア（茨城県）

トラックフェスタ TOKYO 2016（東京都）

平成２８年度秋の交通安全運動キャンペーン（愛知県） 
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・大阪主管支所管内 

平成 28 年 9 月 22 日：2016 おおさか交通安全ファミリーフェスティバル（大阪府） 

平成 28 年 10 月 23 日：２０１６トラックまつり（京都府） 

平成 28 年 5 月 14 日～15 日：エコカー＆セーフティー神戸カーライフフェスタ２０１６（兵庫県） 

平成 28 年 8 月 20 日：自動車整備士理解フェア（滋賀県） 

平成 28 年 9 月 10 日：バスの日まつり（滋賀県） 

平成 28 年 9 月 22 日：マイカー無料点検教室（滋賀県） 

平成 28 年 10 月 15 日：滋賀県交通安全フェア（滋賀県） 

平成 28 年 11 月 6 日：オートフェスタ イン 奈良（奈良県） 

平成 28 年 10 月 16 日：クルマジャンボリー（和歌山県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広島主管支所管内 

平成 28 年 6 月 19 日：プロ野球公式戦（広島県） 

平成 28 年 6 月 24 日：広島工業大学講義（広島県） 

平成 28 年 9 月 19 日：バスまつり（広島県） 

   平成 28 年 10 月 9 日：トラックまつり（広島県） 

   平成 28 年 10 月 16 日：Go!Go!Car にばる（広島県） 

平成 28 年 10 月 23 日：Go!Go!Car にばる in 福山（広島県） 

平成 28 年 7 月 29 日～30 日：自動車整備体験実習(高校生対象）（鳥取県） 

平成 28 年 8 月 2 日：自動車整備体験実習(高校生対象）（鳥取県） 

平成 28 年 10 月 25 日：自動車整備体験実習(高校生対象）（鳥取県） 

平成 28 年 6 月 11 日～12 日：オール日産大商談会（岡山県） 

平成 28 年 9 月 10 日：秋の交通安全運動推進大会（岡山県） 

平成 28 年 9 月 22 日：２０１６交通安全フェスティバル（岡山県） 

平成 28 年 9 月 23 日：交通安全フェア（岡山県） 

エコカー＆セーフティー神戸カーライフフェスタ２０１６（兵庫県） 

エコカー＆セーフティー神戸カーライフフェスタ２０１６（兵庫県） 
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平成 28 年 9 月 25 日：第１１回倉敷ナンバー祭（岡山県） 

平成 28 年 10 月 9 日～10 日：カーコロシアム２０１６（岡山県） 

平成 28 年 10 月 23 日：第２０回ハートフルマイカーフェスティバル（岡山県） 

平成 28 年 10 月 29 日：エンジョイ・エコドライブおかやま（岡山県） 

平成 28 年 奇数月の月末２日間(土曜、日曜）：チャイルドシート出前講座（岡山県） 

平成 29 年 3 月 4 日：改正道路交通法施行に向けたイベント（岡山県） 

平成 28 年 9 月 3 日：マイカーてんけん促進イベント（山口県） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高松主管支所管内 

平成 28 年 5 月 3 日～4 日：フラワーフェスティバル＆交通安全フェア 2016＆第 13 回ポンポコまつり（香川県） 

平成 28 年 9 月 22 日：交通安全キャンペーン（香川県） 

平成 28 年 9 月 11 日：バスの日（徳島県） 

平成 28 年 10 月 27 日～29 日：徳島ビジネスチャレンジメッセ（徳島県） 

平成 28 年 9 月 22 日：公共交通活性化・都市イベント（愛媛県） 

平成 28 年 9 月 24 日～25 日：軽自動車フェスタえひめ２０１６（愛媛県） 

平成 28 年 10 月 2 日：トラックの日イベント（愛媛県） 

平成 28 年 9 月 22 日：第２６回交通安全ひろば（高知県） 

   

 

プロ野球公式戦（広島県） 

秋の交通安全運動推進大会（岡山県） マイカーてんけん促進イベント（山口県）

フラワーフェスティバル＆交通安全フェア 2016＆第 13 回ポンポコまつり（香川県）
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・福岡主管支所管内 

平成 28 年 9 月 22 日：「バスの日」記念イベント（福岡県） 

平成 28 年 10 月 12 日：車検等来場者に対する広報（福岡県） 

平成 28 年 9 月 3 日：マイカー無料点検デー（佐賀県） 

平成 28 年 10 月 16 日：「トラックの日」ばぶばぶフェスタ（佐賀県） 

平成 28 年 9 月 29 日：時津地区参加体験型交通安全講習会（長崎県） 

平成 28 年 11 月 30 日：時津地区交通安全母の会会員研修（長崎県） 

平成 28 年 10 月 15 日：第１７回自動車まつり（熊本県） 

平成 28 年 9 月 25 日：自動車せいびフェスティバル（大分県） 

平成 28 年 10 月 9 日：トラックの日チャリティーフェスティバル（宮崎県） 

平成 28 年 10 月 16 日：「トラックの日」フェスティバル（鹿児島県） 

平成 28 年 9 月 15 日：車検等来場者に対する広報（沖縄県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）ホームページアクセス件数の推移 

以上の取組により、自動車アセスメント

ホームページのアクセス件数が前年度を

超え、１５０万件（全体の約５２％）超え

となり、高い水準で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

「トラックの日」フェスティバル（鹿児島県） 

「バスの日」記念イベント（福岡県） 
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７）  自動車アセスメント結果発表会、全国各地で開催した自動車アセスメント広報イベントに

来場頂いた自動車ユーザー等に対する５段階評価による調査の結果、有効回答数約7千件に

おいて、４．５２の評価を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

 

平成２７年度に引き続き、平成２８年度の衝突安全性能試験の結果について、旧

モデルで評価を受けたことがある車種（６車種）の得点の平均値を、現在の条件で

総合評価した場合の新旧の比較を行ったところ、旧モデルの平均が１２５．８点で

あったのが、後継車種では平均が１２７．９点（満点は１４５点）となり、後継車

種が旧車種を上回った。 
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年度計画における目標設定の考え方 

１） 国交省の検討会で定めたロードマップに基づき、評価内容の改善、新たな評価項目の導入等

に必要な調査・研究を実施することとした。 

２） 新たな評価項目の導入等のための調査・研究の内容を充実させるため、また、広報活動を効

果的なものとするため、海外の自動車アセスメント関係機関から評価に関する情報を収集する

こととした。 

３） 業務改善状況等についてタスクフォースにより外部評価を行い、その結果をホームページ等

で公表することとした。 

 

中期目標 

 ② 車両の安全性能に関する公正でわかりやすい情報提供を進めることにより自動車メーカーの

安全な車の開発意識を高めるとともに、アセスメント試験の質の向上のため、事故との相関分

析、車両の安全性能に関する試験内容や評価方法の改善を図る。また、海外機関との情報交換

等により試験開発能力の向上を図るとともに、外部評価を行い、その内容を国民にわかりやす

い形で情報提供する。 

 

中期計画 

⑤ 衝突時の乗員対策及び後遺障害対策並びに歩行者の保護性能を改善するため、事故実態を踏

まえ、試験方法、評価方法の策定や見直しを行います。 

   また、自動車事故を未然に防止する予防安全技術については、試験方法及び評価方法を導入

します。 

⑥ 専門家との討論及び情報交換を実施するなど、各国のアセスメント機関、専門家等との情報

交換を継続的に実施することにより、試験方法の見直し、情報提供方法の改善等に役立てます。

⑦ 業務改善状況等についてタスクフォースにより外部評価を行い、その結果をホームページ等

で公表します。 

  

年度計画 

 ④ 検討会で定める工程表（ロードマップ）に基づき、新たな評価項目を導入する、あるいは既

存の評価項目を改善するための以下のような調査研究を実施します。 

ア 衝突安全性能評価について、事故実態等を踏まえた前面衝突時及び側面衝突時の乗員保護

性能評価の見直しのために必要な基礎調査等を実施します。 

イ 予防安全性能評価について、 車線維持支援制御装置及び車線逸脱防止装置の評価を平成 

29 年度から実施するための試験・評価方法の作成等に必要な調査研究を実施します。 

⑤ 自動車アセスメントの試験・評価方法は日本の事故実態を基に策定しているが、自動車は国際

商品であるため、その内容が国毎に大きく異なると自動車の開発に支障を来すことになること

から、自動車アセスメントの試験方法ができるだけ国際的に調和されたものとなるように諸外

国の自動車アセスメント機関との連携を行います。 

⑥ 業務改善状況等についてタスクフォースにより外部評価を行い、その結果をホームページ等で

公表します。 
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当該年度における取組み 

１）国交省の検討会で定めたロードマップに基づき、調査・研究等を行うことにより、評価内容の改

善、新たな評価項目の導入等を実施した。 

（１）フルラップ前面衝突試験及び側面衝突試験の試験方法改定に係る調査研究 

ロードマップにおいて、平成 30 年より「新たな試験条件による性能評価を導入」すること

としており、これに向けて搭載ダミー等の検討や、その閾値の検討を行い、試験方法及び評価

法を作成するための調査研究を行った。 

 

（２）自動車アセスメントにおける新たな評価の導入に係る調査研究 

衝突安全性能に関する総合評価の見直しに係る交通事故分析（予防安全の評価と同じように、

個々の評価試験による効果予測値を基準とした配点に見直し）及びロードマップに示されてい

る衝突試験形態の必要性に係る交通事故分析を行った。 

 

（３）「衝突被害軽減ブレーキ [対歩行者：夜間] 等の試験・評価方法に係る調査研究 

   夜間の対歩行者事故防止のための衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者：夜間）、及び高機能前照

灯（AHB/ADB）を自動車アセスメント評価試験に導入するにあたり、試験条件や評価方法を

策定するための事故分析、及び実車を用いてのデータ収集を行った。 

 

（４）「車線逸脱抑制装置に係る試験・評価方法の調査研究 

車線逸脱抑制装置の自動車アセスメント評価試験の導入に向け、試験や評価の方法を検討す

るために必要な走行データを実車を用いて収集し、得られたデータ等を基に当該装置の試験及

び評価方法を策定した。 

 

 

 

２）新たな評価項目の導入等のための調査・研究の内容及び広報活動を充実させるため、海外の自

動車アセスメント関係機関から評価に関する情報を収集した。 

（１）8 月 1 日に来訪した EuroNCAP 及び IIHS に対し、自動車アセスメント予防安全性能評価

について情報交換を行った。 

（２）8 月 2 日に開催された「2016EuroNCAP フォーラム」に参加するとともに、各国のテス

ト機関との情報交換を行った。 

（３）10 月 26 日～29 日に開催されたグローバルＮＣＡＰ年次会合に出席し、日本における現在

の取組を紹介するとともに、新たな評価項目導入に関する課題、広報のあり方等について情報

収集・意見交換等を行った。 
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３）平成２８年度の実績について、タスクフォースによる外部評価を実施し、その結果をホームペ

ージ等で公表した。 

 

タスクフォースによる外部評価結果 

２．自動車アセスメント事業 

（１）安全性の向上 

安全性の向上については、旧モデルで評価を受けたことがある車種（６車種）の得点の平

均値を、現在の条件で総合評価した場合の新旧の比較を行ったところ、旧モデルの平均が１

２５．８点であったのに対し、後継車種では平均が１２７．９点（満点は１４５点）と上回

っており、安全性が向上していることが認められ、評価できる。 

予防安全性能評価については、平成２８年度に追加された歩行者に対する衝突被害軽減ブ

レーキの評価を２０車種に対して実施しており、より効果の高い予防安全装置の装備が進み、

安全性が向上していることが認められ、評価できる。 

引き続き、ユーザーにわかりやすい広報活動を積極的に行うとともに、自動車メーカーの

安全な車の開発意識の向上に寄与することを期待する。 

 

（２）交通事故実態を踏まえた試験方法等の検討及び見直し 

車線逸脱防止装置について、交通事故実態を踏まえて試験・評価方法を策定する等、評価

実施に向け、自動車アセスメントの内容を充実させたことは、高く評価できる。 

今後も、交通事故被害の軽減及び交通事故を未然に防止する観点から、交通事故の現状を

把握し、交通事故実態を踏まえた試験方法等の検討・見直しを進めることにより、更なる充

実を図る必要がある。 

 

（３）海外の自動車アセスメント関係機関との情報交換 

海外のアセスメント関係機関との連携については、多くの国際会議等において自動車アセ

スメントの取組みを紹介するとともに、新たな評価項目導入等に向けて意見交換するなど、

積極的に取り組んでいることは、評価できる。 

今後も、海外のアセスメント関係機関との連携を積極的に行い、自動車アセスメントの充

実を図る必要がある。 

 

（４）情報提供方法についての改善と広報の拡大  

アセスメント結果発表会の開催や、地方における広報イベント等を 90 回行うなどした結

果、テレビ、雑誌等で多数の報道がされるなど、自動車アセスメントの周知拡大に積極的に

取り組んだことは、評価できる。 

また、自動車アセスメント情報にさらに容易に触れてもらうため、ＱＲコードを記載した

チラシを新たに作成したことや、アセスメントの概要がより理解されやすいよう、パンフレ

ットの掲載内容の構成を見直したこと等、情報提供の充実を継続して行っていることは、評

価できる。 

今後も自動車アセスメントの結果について、ユーザーにとって分かりやすい広報手法につ

いて検討を進めることを期待する。 

 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（７）自動車事故対策に関する広報活動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画における目標設定の考え方 

１１）機構業務の認知度向上及び自動車損害賠償保障制度に関し、組織一体となった広報活動を実施 

  することとした。 

 ２）国等と協力した周知宣伝活動やインターネット・マスメディア等を活用した広範な広報活動を

着実に実施するとともに、交通安全関係各種イベントへ積極的に参加することとした。 

 ３）国民にわかりやすく、容易に閲覧が可能となるホームページに改善を図り、アクセス件数が増

加することを目指すこととした。 

 

当該年度における取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

機構の全国組織を活用し、関係機関との連携の下、自動車損害賠償保障制度及び機構業務につ

いて効果的に広報活動を行う。 

 

中期計画 

  事故防止、被害者援護及び自動車損害賠償保障制度に関し組織一体となった広報活動を実施し

ます。 

  交通安全フェア等における、国等と協力した周知宣伝活動やインターネット、マスメディア等

を活用した広範な広報活動を積極的に実施しつつ、当機構の認知度の向上にも努めます。 

 

年度計画 

自動車損害賠償保障制度及び機構業務の認知度を向上させるための広報活動を、全国の支所を

活用して各地で開催される交通安全関係イベント等で実施するほか、国・地方自治体・損害保険

会社等の関係機関と連携することなどにより、一層効果的かつ効率的に実施します。 

１）ＮＡＳＶＡの業務の認知向上のため、国土交通省陸運関係専門紙記者に対する業務概要説明会を

開催するとともに、陸海空の運輸関係団体・企業に広く購読されている専門紙に機構業務を紹介す

る企画記事を掲載した。 

 

２）ＮＡＳＶＡの業務の認知度向上、自動車損害賠償保障制度に関する広報活動の一環として、「マツ

ダスタジアム」において行われたプロ野球の試合開催時に、同球場内にＮＡＳＶＡブースを開設し、

チャイルドシートアセスメントの説明や事故防止等に係る各種展示を行うとともに、プロ野球公式

戦においてＮＡＳＶＡのＰＲビデオを放映した。 

 
【ＮＡＳＶＡのＣＭ 

およびブースの様子】 
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３）全国交通安全運動の一環として、各種イベントに 

参画し、被害者保護、事故防止対策及び自動車損害 

賠償保障制度等に関するＰＲ活動を実施した。 

 

 【「交通安全。アクショ ン２ ０ １ ６ 」のブースの様子】 

 

 

４）ＮＡＳＶＡギャラリーの設置 

  自動車事故被害者（交通遺児や重度の障害を負った方）が描いた絵や写真等の作品を支所事務所内

に展示する「ＮＡＳＶＡギャラリー」の増設に努めた。「ＮＡＳＶＡギャラリー」は「被害者に寄り

添える場所」として、また、適性診断で訪れるド 

ライバー等に「交通安全意識を高めてもらうこと」を目的 

としたもので、被害者支援と事故防止を一体として行って 

いるＮＡＳＶＡにしかできない取組みとなっている。 

  また、支所外での展示を東京メトロ銀座線三越前駅構内 

にて行い、延べ約２万人に対して被害者支援に関する情報 

発信を行い、共感する声が多く寄せられた。 

   【Ｎ Ａ Ｓ Ｖ Ａ ギャ ラリ ーIN 東京の風景】         【岩手支所のギャ ラリ ー風景】 
 
 
 
 
 
 
 
   

５）機構概要（パンフレット）の配布 

  ＮＡＳＶＡは安全指導業務、被害者援護業務及び自動車アセスメント業務を一体的に実施する自動

車事故対策の専門機関であることを、判りやすく説明した総合的なパンフレットを、地方自治体、関

係機関等に広く配布。また、各イベント等においても、多数の配布を行った。また、各国ＮＣＡＰと

の会合等においては、英訳版パンフレットを有効活用した。 

                

６）ホームページの活用 

  ＮＡＳＶＡの広報活動を推進するため、ホーム 

ページについてはアクセスしやすく利用しやすい、 

わかりやすいサイトを目指して、情報の充実、迅 

速なデータの追加・更新を行った。 

 なお、平成 27 年 3 月末、スマートフォンやタ 

ブレットなどの端末の種別に応じて最適に画面を 

表示させる仕様を採用する等機能やデザインに配 

慮したホームページの改修を実施した。 

平成 2８年度においても、検索キーワード等で 

検索しやすい文言を使用する等の工夫を行うなど、 

より国民にわかりやすく利用しやすい、また、容 

易に閲覧が可能となるようホームページの改修を 

実施した結果、平成２８年度は 2８８万件 

のアクセス件数を記録した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パソコ ン用 

ト ッ プページ】

 

【モバイル用 

ト ッ プページ】

93



 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

  中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、各事業における目標を考慮した上で

適切に計画し、健全な財務体質の維持を図る。 

なお、毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上

で、厳格に行うものとする。 

中期計画 

本計画に従ったサービスその他業務の質の向上を図りつつ、予算、収支計画及び資金計画を以下の

とおり策定します。 

  なお、毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上

で、厳格に行うものとします。 

  
           中期計画予算  （平成２４年度～平成２８年度） 

        

予 算   収支計画   資金計画  

              （単位：百万円）  

 

（単位：百万円）  （単位：百万円）

区     分 金 額  区       分 金  額  区        分 金  額 

収入       費用の部 61,390  資金支出 82,179

 政府借入金 0   経常費用 61,390   業務活動による支出 68,308

 運営費交付金 34,403    人件費 16,864   投資活動による支出 6,433

 施設整備費補助金 1,994    業務費 38,296   財務活動による支出 6,584

 政府補助金 17,169    管理関係業務費 6,207   次期中期目標の期間への繰越金 853

 回収金等収入 3,383      一般管理費 4,863     

 業務収入 9,811      減価償却費 1,344  資金収入 82,179

 その他収入 206    財務費用 22   業務活動による収入 67,111

       支払利息 22    運営費交付金による収入 34,403

     臨時損失 0    政府補助金による収入 17,169

計 66,966    固定資産除却損 0    業務収入 13,193

支出     貸倒損失 0    その他収入 2,346

 人件費 16,864      投資活動による収入 8,954

 業務経費 39,666      有価証券の償還による収入 6,960

 施設整備費 1,994      施設整備費による収入 1,994

 一般管理費 4,927     投資その他の資産の精算による収入 0

 貸付金 832  収益の部 61,995  その他収入 0

 借入金償還 6,398   運営費交付金収益 33,614  財務活動による収入 

   政府借入金による収入 
前期中期目標の期間よりの繰越金 

0

    政府補助金 17,169      0

     業務収入 9,811  6,114

計 70,681   その他収入 240    

  

  

 寄付金収益 0

 
（予算の説明） 
1． 人件費は、退職手当金を含んでおり、このう

ち役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び

超過勤務手当に相当する範囲の人件費見積額

については、期間中総額 13,010 百万円を支

出する予定である。 

2． 当法人における退職手当については、役員・

職員退職手当支給基準に基づいて支給するこ

ととなるが、その全額について、運営費交付金

を財源とするものと想定している。 

3． 回収不能債権補填金として国が負担する額

は、「債権管理規程」に基づき適正に管理した

結果、破綻債権として償却されたものに限定す

る。 

４． 単位未満四捨五入のため、合計は一致しな

いことがある。 

 

（運営費交付金の算定ルール） 
次頁のとおり。 

 資産見返運営費交付   

  金戻入       1,153  

  

  

 資産見返補助金戻入 9

  資産見返物品受贈額 

  戻入 0  

  

  

 臨時利益 0

  

 

 

   

 

 

 

 

純利益 606

 

 

前中期目標期間繰越 

積立金取崩額 1

  

 

 

 

 

 

総利益 606

  
 

95



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 期中期計画予算における運営費交付金の算定ルール 
 

運営費交付金＝人件費＋一般管理費＋業務経費－自己収入 

 

 １．人件費＝当年度人件費相当額＋前年度給与改定分等 

 

（１）当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当等所要額 

 

（イ）基準給与総額 

所要額を積み上げ積算 

 

（ロ）新陳代謝所要額 

新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平年度化額 

－前年度退職者の給与総額のうち平年度化額－当年度退職者の給与総額のうち当年度分 

 

（ハ）退職手当等所要額 

退職手当：当年度に退職が想定される人員ごとに積算 

法定福利費：当年度の事業主負担率による所要見込額 

 

（２）前年度給与改定分等（２５年度以降適用） 

昇給原資額、給与改定額、退職手当等当初見込み得なかった人件費の不足額 

なお、昇給原資額及び給与改定額は、運営状況等を勘案して措置することとする。運営状況等によっては、

措置を行わないことも排除されない。 

 

２．一般管理費 

前年度一般管理費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×一般管理費の効率化係数（α）×消費者 

物価指数（γ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因 

 

３．業務経費 

前年度業務経費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×業務経費の効率化係数（β）×消費者物価 

指数（γ）×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因 

 

４．自己収入 

過去実績等を勘案し、当年度に想定される収入見込額を計上 

 

 

一般管理費の効率化係数（α）：毎年度の予算編成過程において決定 

業務経費の効率化係数（β）：毎年度の予算編成過程において決定 

消費者物価指数（γ）：毎年度の予算編成過程において決定 

政策係数（δ）：法人の財務状況、新たな政策ニーズへの対応の必要性、主務大臣による評価等を総合的に勘案し、

毎年度の予算編成過程において決定 

所要額計上経費：公租公課等の所要額計上を必要とする経費 
特殊要因：特殊な要因により必要となる経費について、毎年度の予算編成過程において決定 

 

 

［注記］前提条件： 
一般管理費の効率化係数（α）：対前年度 0.97、平成 28 年度は対 23 年度 0.85 として推計 
業務経費の効率化係数（β）：対前年度 0.98、平成 28 年度は対 23 年度 0.90 として推計 
消費者物価指数（γ）：中期計画期間中は 1.00 として推計 
政策係数（δ）：中期計画期間中は 1.00 として推計 
人件費（２）前年度給与改定分等：中期計画期間中は 0 として推計 

特殊要因：中期計画期間中は積み上げ方式で推計 
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年度計画 

以下のとおり。 

なお、運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、

厳格に行うものとします。 

 

中期計画予算  （平成28年度） 

予 算 

（単位：百万円） 

区     分 貸付業務 療護業務 一般業務 法人共通 合 計 指導講習及び 

適性診断業務 
その他の業務 

収入               

政府借入金 0 0 0 0 0 0 0

  運営費交付金 523 3,328 1,759 778 980 1,290 6,900

  施設整備費補助金 0 476 0 0 0 0 476

  政府補助金 7 0 3,353 0 3,353 0 3,359

  回収金等収入 632 0 0 0 0 0 632

  業務収入 0 0 2,180 2,180 0 0 2,180

  その他収入 0 0 64 56 8 13 77

   計 1,162 3,804 7,356 3,015 4,341 1,303 13,625

支出               

人件費 120 34 2,042 1,811 232 1,034 3,231

  業務経費 360 3,413 4,895 867 4,028 7 8,676

  施設整備費 0 476 0 0 0 0 476

  一般管理費 44 13 750 665 85 271 1,078

  貸付金 153 0 0 0 0 0 153

  借入金償還 1,103 0 0 0 0 0 1,103

   計 1,782 3,936 7,688 3,343 4,344 1,313 14,718

 

（予算の説明） 

１．人件費は、退職手当金を含んでおり、このうち役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手当に相

当する範囲の人件費見積額については、期間中総額2,516百万円を支出する予定である。 

２．当法人における退職手当については、役員・職員退職手当支給基準に基づいて支給することとなるが、その全

額について、運営費交付金を財源とするものと想定している。 

３．回収不能債権補填金として国が負担する額は、「債権管理規程」に基づき適正に管理した結果、破綻債権とし

て償却されたものに限定する。 

４．単位未満四捨五入のため、合計は一致しないことがある。 

 

（運営費交付金の算定ルール） 

別添のとおり 
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収支計画 

（単位：百万円） 

区     分 貸付業務 療護業務 一般業務 法人共通 合 計 指導講習及び

適性診断業務
その他の業務 

費用の部 543 3,444 7,727 3,377 4,350 1,358 13,072

経常費用 543 3,442 7,727 3,377 4,350 1,358 13,070

人件費 120 34 2,042 1,811 232 1,034 3,231

業務費 368 3,276 4,875 847 4,028 7 8,526

管理関係業務費 55 131 808 718 91 317 1,310

一般管理費 44 13 746 662 85 270 1,073

減価償却費 11 118 62 56 6 47 237

財務費用             

支払利息 0 1 2 2 0 0 2

臨時損失               

固定資産除却損 0 2 0 0 0 0 2

              

収益の部 576 3,735 8,031 3,646 4,384 1,457 13,799

運営費交付金収益 525 3,326 2,087 1,103 983 1,298 7,235

政府補助金 7 0 3,353 0 3,353 0 3,359

業務収入 0 0 2,180 2,180 0 0 2,180

その他収入 16 0 64 56 8 13 93

資産見返運営費交付金戻入 11 117 44 38 6 44 215

資産見返補助金戻入 0 1 0 0 0 0 1

資産見返物品受贈額戻入 0 0 0 0 0 0 0

資産見返寄附金戻入 0 0 0 0 0 3 3

  臨時利益               

  運営費交付金精算収益化額 18 291 303 269 34 99 712

   

純利益 33 291 304 269 34 99 727

総利益 33 291 304 269 34 99 727

 

資金計画 

（単位：百万円） 

区     分 貸付業務 療護業務 一般業務

    
法人共通 合 計 指導講習及び

適性診断業務
その他の業務 

資金支出 2,264 3,945 7,710 3,363 4,347 2,134 16,054

業務活動による支出 679 3,324 7,691 3,344 4,347 1,316 13,011

投資活動による支出 0 610 0 0 0 5 615

財務活動による支出 1,103 2 19 19 0 0 1,124

翌年度への繰越金 481 9 0 0 0 813 1,304

              

資金収入 2,261 3,844 7,357 3,016 4,341 2,591 16,054

業務活動による収入 1,162 3,328 7,357 3,016 4,341 1,303 13,150

運営費交付金による収入 523 3,328 1,759 778 980 1,290 6,900

政府補助金による収入 7 0 3,353 0 3,353 0 3,359

業務収入 632 0 2,182 2,182 0 0 2,814

その他収入 0 0 64 56 8 13 77

投資活動による収入 0 476 0 0 0 0 476

施設整備費による収入 0 476 0 0 0 0 476

投資その他の資産の精算による収入 0 0 0 0 0 0 0

前年度よりの繰越金 1,099 41 0 0 0 1,288 2,428
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平成２8 年度運営費交付金の算定ルール 
 

運営費交付金＝人件費＋一般管理費＋業務経費－自己収入－運営費交付金債務 

 

 １．人件費＝当年度人件費相当額＋前年度給与改定分等 

 

（１）当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当等所要額 

 

（イ）基準給与総額 

所要額を積み上げ積算 

 

（ロ）新陳代謝所要額 

新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平年度化額 

－前年度退職者の給与総額のうち平年度化額－当年度退職者の給与総額のうち当年度分 

 

（ハ）退職手当等所要額 

退職手当：当年度に退職が想定される人員ごとに積算 

法定福利費：当年度の事業主負担率による所要見込額 

 

（２）前年度給与改定分等 

昇給原資額、給与改定額、退職手当等当初見込み得なかった人件費の不足額 

なお、昇給原資額及び給与改定額は、運営状況等を勘案して措置することとする。運営状況等によっては、

措置を行わないことも排除されない。 

 

２．一般管理費 

前年度一般管理費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×一般管理費の効率化係数（α）×消費者

物価指数（γ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因 

 

３．業務経費 

前年度業務経費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×業務経費の効率化係数（β）×消費者物価

指数（γ）×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因 

 

４．自己収入 

過去実績等を勘案し、当年度に想定される収入見込額を計上 

 

 ５．運営費交付金債務 

    運営費交付金債務の一部を計上 

 

一般管理費の効率化係数（α）：毎年度の予算編成過程において決定 

業務経費の効率化係数（β）：毎年度の予算編成過程において決定 

消費者物価指数（γ）：毎年度の予算編成過程において決定 

政策係数（δ）：法人の研究進捗状況や財務状況、新たな政策ニーズへの対応の必要性、主務大臣による評価等

を総合的に勘案し、毎年度の予算編成過程において決定 
所要額計上経費：公租公課等の所要額計上を必要とする経費 
特殊要因：特殊な要因により必要となる経費について、毎年度の予算編成過程において決定 

 

 

［注記］平成２8 年度算定の前提条件： 
一般管理費の効率化係数（α）：対前年度 0.97 
業務経費の効率化係数（β）：対前年度 0.98 
消費者物価指数（γ）：1.00 
政策係数（δ）：1.00 
人件費（２）前年度給与改定分等：0 

特殊要因：積み上げ方式 
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当該年度における取組み（実績値） 

 

 

 

 

中期計画実績（平成２８年度） 

 

予 算 

（単位：百万円）   

区   分 
貸付業務 療護業務 一般業務 法人共通 合 計 指導講習及び 

適性診断業務 
その他の業務 

計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 

収入    

政府借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  運営費交付金 523 523 3,328 3,328 1,759 1,759 778 778 980 980 1,290 1,290 6,900 6,900

  施設整備費補助金 0 0 476 465 0 0 0 0 0 0 0 0 476 465

  政府補助金 7 0 0 0 3,353 3,172 0 0 3,353 3,172 0 0 3,359 3,172

  回収金等収入 632 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632 558

  業務収入 0 0 0 0 2,180 2,432 2,180 2,432 0 0 0 0 2,180 2,432

  その他収入 0 0 0 0 64 76 56 70 8 6 13 15 77 91

   計 1,162 1,081 3,804 3,793 7,356 7,438 3,015 3,280 4,341 4,158 1,303 1,305 13,625 13,618

支出       

人件費 120 118 34 34 2,042 2,006 1,811 1,778 232 228 1,034 951 3,231 3,108

  業務経費 360 264 3,413 3,346 4,895 4,681 867 910 4,028 3,771 7 3 8,676 8,294

  施設整備費 0 0 476 465 0 0 0 0 0 0 0 0 476 465

  一般管理費 44 44 13 12 750 741 665 657 85 84 271 276 1,078 1,074

  貸付金 153 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 38

  借入金償還 1,103 1,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,103 1,103

   計 1,782 1,567 3,936 3,857 7,688 7,428 3,343 3,345 4,344 4,083 1,313 1,230 14,718 14,083

※単位未満四捨五入のため、合計は一致しないことがある。 

 

収支計画 

（単位：百万円） 

区     分 
貸付業務 療護業務 一般業務 

  

法人共通 合 計 指導講習及び 

適性診断業務 
その他の業務 

計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 

費用の部 543 435 3,444 3,407 7,727 7,253 3,377 3,173 4,350 4,079 1,358 1,273 13,072 12,367

経常費用 543 435 3,442 3,404 7,727 7,251 3,377 3,171 4,350 4,079 1,358 1,271 13,070 12,361

人件費 120 118 34 34 2,042 2,006 1,811 1,778 232 228 1,034 951 3,231 3,108

業務費 368 264 3,276 3,245 4,875 4,465 847 699 4,028 3,767 7 2 8,526 7,977

管理関係業務費 55 53 131 124 808 777 718 691 91 85 317 318 1,310 1,272

一般管理費 44 39 13 11 746 664 662 589 85 75 270 251 1,078 966

減価償却費 11 14 118 113 62 112 56 102 6 10 47 67 237 306

財務費用       

支払利息 0 0 1 1 2 3 2 3 0 0 0 0 2 4

臨時損失       

固定資産除却損 0 0 2 3 0 2 0 2 0 0 0 2 2 7

      

収益の部 576 524 3,735 3,843 8,031 8,328 3,646 4,150 4,384 4,178 1,457 1,507 13,799 14,203

運営費交付金収益 525 453 3,326 3,331 2,087 1,958 1,103 999 983 959 1,298 1,224 7,235 6,966

政府補助金 7 0 0 0 3,353 3,122 0 0 3,353 3,122 0 0 3,359 3,122

業務収入 0 0 0 0 2,180 2,432 2,180 2,432 0 0 0 0 2,180 2,432

その他収入 16 17 0 0 64 83 56 69 8 14 13 16 93 116

資産見返運営費交付金戻入 11 14 117 112 44 84 38 74 6 10 44 52 215 262

資産見返補助金戻入 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

資産見返物品受贈額戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資産見返寄附金戻入 

借入金償還免除益 

臨時利益 
 運営費交付金精算収益化額 

 固定資産売却益 

0 

0 

 

18 

0 

0 

2 

 

38 

0 

0 

0 

 

291 

0 

0

0

399

0

0

0

303

0

0

0

649

0

0

0

269

0

0

0

575

0

0

0

34

0

0 

0 

 

74 

0 

3 

0 

 

99 

0 

3 

0 

 

213 

0 

3

0

712

0

3

2

1,298

0

      

純利益 33 89 291 437 304 1,076 269 977 34 99 99 234 727 1,835

総利益 33 89 291 437 304 1,076 269 977 34 99 99 234 727 1,835

※単位未満四捨五入のため、合計は一致しないことがある。 
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その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報  

・当期総利益 1,835 百万円の発生要因 

 当期総利益 1,835 百万円の発生要因等は以下のとおりである。 

当期純利益の主な発生理由は、 

① 平成 28 年度から運営費交付金の収益化基準として業務達成基準（管理部門の活動につい

ては期間進行基準）を採用したことにより、運営費交付金収益が増加したこと 

② 平成 28 年度は第 3 期中期目標期間最終年度であることから、独立行政法人会計基準第

81 第 4 項の規定に基づき、運営費交付金債務全額を精算のために収益化したこと 

によるものである。 

 

  当該総利益については、前期繰越欠損金を処理のうえ、独立行政法人通則法第 44 条第 1 項の

規定に基づき、積立金として処理することとしている。 

 

 

資金計画 
（単位：百万円） 

区     分 
貸付業務 療護業務 一般業務 

  

法人共通 合  計 指導講習及び 

適性診断業務 
その他の業務 

計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 

資金支出 2,264 2,106 3,945 4,020 7,710 7,676 3,363 3,391 4,347 4,284 2,134 3,705 16,054 17,506

業務活動による支出 679 451 3,324 3,279 7,691 7,458 3,344 3,185 4,347 4,272 1,316 1,253 13,011 12,441

投資活動による支出 0 16 610 552 0 188 0 176 0 12 5 77 615 833

財務活動による支出 1,103 1,103 2 2 19 30 19 30 0 0 0 0 1,124 1,135

翌年度への繰越金 481 536 9 187 0 0 0 0 0 0 813 2,374 1,304 3,097

     

資金収入 2,261 2,201 3,844 4,018 7,357 7,451 3,016 3,283 4,341 4,168 2,591 3,836 16,054 17,506

業務活動による収入 1,162 1,082 3,328 3,345 7,357 7,451 3,016 3,283 4,341 4,168 1,303 1,318 13,150 13,196

運営費交付金による収入 523 523 3,328 3,328 1,759 1,759 778 778 980 980 1,290 1,290 6,900 6,900

政府補助金による収入 7 0 0 0 3,353 3,172 0 0 3,353 3,172 0 0 3,359 3,172

業務収入 632 558 0 0 2,182 2,435 2,182 2,435 0 0 0 0 2,814 2,994

その他収入 0 1 0 18 64 85 56 70 8 15 13 27 77 130

投資活動による収入 0 0 476 465 0 0 0 0 0 0 0 6 476 471

施設整備費による収入 0 0 476 465 0 0 0 0 0 0 0 0 476 465

投資その他の資産の精算による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6

前年度よりの繰越金 1,099 1,119 41 207 0 0 0 0 0 0 1,288 2,513 2,428 3,840

※単位未満四捨五入のため、合計は一致しないことがある。 
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４．短期借入金の限度額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画における目標値設定の考え方 

 中期計画と同様の目標とした。 

 

当該年度における取組み（実績値） 

 短期借入は行わなかった。 

 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

 

中期目標 

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、各事業における目標を考慮し

た上で適切に計画し、健全な財務体質の維持を図る。 

なお、毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意

した上で、厳格に行うものとする。 

 

中期計画 

予見し難い事故等の事由により資金不足となる場合に限り、短期借入金の限度額１，２００

百万円とします。 

 

年度計画 

予見し難い事故等の事由により資金不足となる場合に限り、短期借入金の限度額１，２００

百万円とします。 
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5．重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年度計画における目標設定の考え方 

 中期計画のとおりなし。 

 

当該年度における取組み 

 なし 

 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

 

中期目標 

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、各事業における目標を考慮し

た上で適切に計画し、健全な財務体質の維持を図る。 

なお、毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意

した上で、厳格に行うものとする。 

 

中期計画 

重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

なし 

 

年度計画 

重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

なし 
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6．剰余金の使途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画における目標設定の考え方 

中期計画と同様の目標とした。 

 

当該年度における取組み 

なし 

 

 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

 

中期目標 

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、各事業における目標を考慮し

た上で適切に計画し、健全な財務体質の維持を図る。 

なお、毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意

した上で、厳格に行うものとする。 

 

中期計画 

① 利用者サービス充実のための環境の整備 

② 職員研修の充実 

 

年度計画 

① 利用者サービス充実のための環境の整備 

② 職員研修の充実 
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7．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
（1）施設及び設備に関する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画における目標設定の考え方 

  平成２８年度は、中期計画に基づき、以下の整備を行うこととした。 

  ・千葉療護センター 陽電子放出断層撮影装置（PET-CT）更新 

  ・千葉療護センター 超音波診断装置更新 

  ・東北療護センター 低温プラズマ滅菌装置更新 

  ・岡山療護センター 免疫発光測定装置更新 

  ・中部療護センター FDG合成装置更新 
 

中期目標 

業務の確実な遂行のため、施設・設備の計画的な整備・更新を進めるとともに、適切な維

持管理を行う。 

 

中期計画 

  千葉、東北、岡山及び中部の各療護センターの医療機器等の整備・更新については、その必要 

 性を厳正に検証した上で実施します。また、これらの医療機器等の適切な維持管理を行います。 

      

  
施  設  ・  設 備  の  内  容 

予 定 額 

（百万円） 
財  源 

 

 

千葉、東北、岡山及び中部の各療護センターの医療機器等

の整備・更新 
１，９９４ 

独立行政法人自動

車事故対策機構施

設整備費補助金  

  

年度計画 

以下のとおり。 

施  設  ・  設 備  の  内  容 
予 定 額 

（百万円） 
財  源 

施設設備整備 476 施設整備費補助金

（内訳）   

千葉療護センター 陽電子放出断層撮影装置（PET-CT）

更新 
403   

千葉療護センター 超音波診断装置更新 11   

東北療護センター 低温プラズマ滅菌装置更新 20   

岡山療護センター 免疫発光測定装置更新 8   

中部療護センター FDG 合成装置更新 34   

 
（注）上記のほか、業務の実施状況及び老朽度合等を勘案して､施設・設備の整備等をすることができる。 
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当該年度における取組み 

 

中期計画に基づき、下表の施設・設備の整備を行った。 

 

施設・設備の整備に関する予定額と実績額 

 

施 設 ・ 設 備 の 内 容 
予定額 

（百万円） 
実績額 

① 千葉療護センター 陽電子放出断層撮影装置（PET-CT）更新 ４０３ ３９４

② 千葉療護センター 超音波診断装置更新 １１ １１

③ 東北療護センター 低温プラズマ滅菌装置更新 ２０ １９

④ 岡山療護センター 免疫発光測定装置更新  ８  ７

⑤ 中部療護センター FDG 合成装置更新 ３４ ３５

  

 

 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

 平成２８年度における施設及び設備の整備については、以下の契約方法により相手方を選定した。 

  ① 千葉療護センター 陽電子放出断層撮影装置（PET-CT）更新 → 一般競争入札 

  ② 千葉療護センター 超音波診断装置更新 → 一般競争入札 

  ③ 東北療護センター 低温プラズマ滅菌装置更新 → 一般競争入札 

  ④ 岡山療護センター 免疫発光測定装置更新 → 一般競争入札 

  ⑤ 中部療護センター FDG 合成装置更新 → 一般競争入札 
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（2）人事に関する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画における目標設定の考え方 

１） 給与水準については、国家公務員の給与水準等を考慮した目標水準・目標期限を設定して

適正化に取り組むとともに、その取組状況等を公表することとした。 

   また、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組を踏まえるとともに職員の

新陳代謝を図りつつ、見直しを行うこととした。 

 

当該年度における取組み 

 

１）役職員の給与水準について 

  ○給与水準の適正化に向けた取組み 

   ① 国家公務員給与法の一部改正に準拠して、平成２８年4月から職員の俸給表の平均０.

２%引上げ、平成２８年12月期における役職員賞与の0.1月分引上げ等を行った。 

   ② 国家公務員の給与制度の総合的見直しを踏まえ、国家公務員に準拠して、平成２８年4

月から本部業務調整手当の引上げ等の給与制度の総合的見直しを行った。 

   ③ 職員を１６名新規採用し、職員の新陳代謝を図った。 

 

 

 

 

 
中期目標 
  給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方

について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組む

とともに、その検証結果や取組状況を公表するものとする。 
  また、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すもの

とする。 
 
中期計画 
  給与水準については、国家公務員の給与水準等を考慮した目標水準・目標期限を設定して適

正化に取り組むとともに、その取組状況等を公表します。 
  特に事務・技術職員の給与水準については、平成２２年度の対国家公務員指数が年齢勘案で

１０４．７となっていることを踏まえ、平成２８年度までにその指数を１００．０以下に引き

下げるよう、給与水準を厳しく見直します。 
  また、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組を踏まえた見直しを行います。
 
年度計画 

給与水準については、国家公務員の給与水準等を考慮した目標水準・目標期限を設定して適

正化に取り組むとともに、その取組状況等を公表します。 

引き続き、新規職員の積極的な採用による新陳代謝の効果により、さらなる給与水準の引き

下げが図られるよう取り組みます。 

また、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組を踏まえた見直しを行います。
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○平成２８年度の給与水準（ラスパイレス指数） 

国家公務員の給与改正等の動向を踏まえた給与水準の適正化を図った結果、平成２８年度 

は（年齢勘案）１０２．９となった。 

    （前年度 １０３.２   前々年度 １０３.８） 

 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

 ○国家公務員に比べて給与水準が高くなっている理由 

   ① 国家公務員より管理職員割合が高いこと 

全国同一水準のサービス機会を確実に提供するため、全国に５０支所を設置。それぞれに

専門知識と経験を有する管理職員を配置しているため。 

② 国家公務員より大卒者割合が高いこと 

     業務遂行上、高度な知見、専門性を必要とするため。 

③ 国家公務員より地域手当の支給対象となる都市部に勤務する職員割合が高いこと 

     利用者（運送事業者等）が都市部に集中していることから、業務遂行上、職員を都市部に 

多く配置せざるを得ないため。 
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（３）独立行政法人自動車事故対策機構法（平成１４年法律第183号）第15条第1項

に規定する積立金の使途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画における目標設定の考え方 

 中期計画と同様の目標とした。 

 

当該年度における取組み 

 なし 

 

その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

 

 

 

 

中期計画 

 独立行政法人自動車事故対策機構法（平成１４年法律第183号）第15条第1項の規定に基づき

主務大臣の承認を受けた金額は、同法第13条に規定する業務の運営の使途に充てます。 

 

年度計画 

独立行政法人自動車事故対策機構法（平成１４年法律第183号）第15条第1項の規定に基づき

主務大臣の承認を受けた金額は、同法第13条に規定する業務の運営の使途に充てます。 
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平成 2７年度 

業務実績報告書 

 

 

 

 

平成２８年６月２９日 

 

独立行政法人 
自動車事故対策機構 

ose-kouji
タイプライターテキスト

ose-kouji
タイプライターテキスト

ose-kouji
タイプライターテキスト
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